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複数の治水対策案の立案及び
概略評価による治水対策案の抽出について

小石原川ダム建設事業



：河川整備計画※で想定する規模の洪水が

発生した場合、はん濫の恐れが有る箇所

福岡県管理区間
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轄
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小石原川における治水対策の現状及び課題小石原川における治水対策の現状及び課題

◇平成22年洪水の状況

河川の増水により停車した電車（西鉄甘木線）
（朝倉市西鉄鉄道橋付近）

堤防まで水位が上昇した小石原川と浸水した地区の
土のう積みや排水作業を実施する消防団
(朝倉市馬田橋付近）

小石原川では、浸水被害軽減を目的とした堤防、護岸の整備、河道内の堆積土砂撤去などが行われてきた。

しかし、抜本的な河川改修は行われておらず、無堤部や洪水の流下阻害となる橋梁、固定堰が残存しており

洪水の発生によって広い範囲ではん濫被害が生じる恐れがある。

※福岡県管理区間の河川整備計画は策定手続き中であり、小石原川ダムの検証にあたっては、平成19年12月に河川法第16条の2第5項に基づき、福岡県が関係市町村長に意見聴取した「筑後川

水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】」を基に検討している。
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※１福岡県管理区間の河川整備計画は策定手続き中であり、小石原川ダムの検証にあたっては、平成19年12月に河川法第16条の2第5項に基づき、福岡県が関係市町村長に意見聴取した「筑後川

水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】」を基に検討している。

河川整備計画における洪水防御の目標河川整備計画における洪水防御の目標

【直轄管理区間】［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成１８年７月策定）］
●目標：本計画では、基準地点荒瀬において、昭和28年６月洪水(河川整備基本方針規模)に次ぐ昭和57年７月洪水と同規模(概ね50年に１回の確率で発生する洪水規模)

の洪水の安全な流下を図る。筑後川の支川小石原川については、筑後川本川と整合のとれた治水安全度を確保する。
●計画対象期間：概ね３０年
●河川整備計画の主な内容（小石原川関係）

・小石原川ダムを建設し、小石原川の栄田橋地点において河川整備計画の目標流量630m3/sに対して110m3/sの流量低減を見込む。
・小石原川ダムにより洪水を調節し、さらに河道掘削及び築堤等を行うことで洪水の安全な流下を図る。
・遺されている二線堤等の堤防は、現在の土地利用等も考慮しつつ、減災効果のあるものについては、地域と認識の共有を図り、施設の保全に努める。

【福岡県管理区間】［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】 （策定手続き中）］
●目標：概ね50年に１回の確率で発生する洪水の安全な流下を図ることを目標とする。
●計画対象期間：計画策定時から概ね３０年間
●河川整備計画の主な内容
・施行区間※２において小石原川ダムの洪水調節と併せ、築堤や河道掘削等により、目標流量を安全に流下させる
河道を確保する。

◇直轄管理区間 河道改修 2/400

掘削

築堤

：河川整備計画の河道改修

◇福岡県管理区間 河道改修 4/400

掘削
：河川整備計画の河道改修

※２「施行区間」とは、福岡県管理区間のうち、直轄管理区間上流端から上流の4.8km区間のことであり、「栄田橋～牛木橋上流」のことをいう。次項以降において同じ。

※１

直轄管理区間

()書：河川整備計画の目標流量

下段：河川整備計画の河道配分流量

福岡県管理区間

河道の整備目標流量（概ね1/50へ対応)
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栄田橋地点

：河川整備計画の河道改修
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複数の治水対策案の立案について



１．「筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】」では、基準地点荒瀬において、昭和57年7月洪水（概ね50年に１回の確率
で発生する洪水規模）と同程度の洪水を安全に流下させることとしており、筑後川の支川小石原川については、筑後川本
川と整合のとれた治水安全度を確保するため、小石原川ダムにより洪水を調節し、河道掘削及び築堤等を行うことで洪水
の安全な流下を図ることとしている。
また、「筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】」では、福岡県管理区間のうち、施行区間において
小石原川ダムの洪水調節と併せ築堤や河道掘削等により、概ね50年に１回の確率で発生する洪水を安全に流下させること
としている。

なお、「筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】」では、福岡県管理区間のうち、施行区間以外の
区間においても、ダムによる水位低下効果が見込まれている。そこで、治水対策案の検討に先立ち、施行区間以外の区間
の河川水位の状況は、以下のとおりであることを確認した。

１）現況で堤防を有する区間では、概ね50年に１回の確率で発生する洪水時の河川水位（ダムによる洪水調節後）が堤
防高を越えない。

２）堀込河道の区間では、概ね50年に１回の確率で発生する洪水時の河川水位（ダムによる洪水調節後）による家屋浸
水が発生しない。

２．複数の治水対策案は、「筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】」及び「筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画
（案）【福岡県】」で想定している目標と同程度の目標を達成※１することを基本として立案する。

※１治水対策案による水位低下は、ダムによる水位低下効果を 大限とする。

なお、福岡県管理区間のうち、施行区間以外の区間における治水対策案は、上記１．で確認した河川水位の状況を踏ま
え、以下を基本として立案する。
１）現況で堤防を有する区間において、ダムが無い場合の水位が堤防高を越える恐れがある箇所では、治水対策案に

よって、河川水位を堤防高以下の水位に抑える。
２）掘込河道の区間において、ダムが無い場合に家屋浸水が生じる箇所では、治水対策案によって家屋浸水を防ぐ。

３．立案にあたっては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示されている各方策の適用性を踏まえ
て、組み合わせを検討する。

治水対策案検討の基本的な考え方（１／２）治水対策案検討の基本的な考え方（１／２）

※次項以降、河川整備計画とは、直轄管理区間において「筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】」、福岡県管理区間においては、「筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）

【福岡県】」のことをいう。また、上記２．に記載の目標を達成することで確保される治水安全度を、「河川整備計画と同程度の治水安全度」という。
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施行区間以外の区間：小石原川8/200～20/600

治水対策案検討の基本的な考え方（２／２）治水対策案検討の基本的な考え方（２／２）

現況で堤防を有する区間

ダムが無い場合の水位が、堤防を越える箇所では、
堤防高以下になる対策を行う。

家屋の浸水が生じる箇所で、治水対策によって家屋浸
水を防ぐ。

掘込河道の区間

ダムが無い場合の水位

堤防高以下に水位を低下

【河道の掘削、引堤等により水位を下げる場合】

【堤防のかさ上げの場合】

ダムが無い場合の水位

・堤防のかさ上げを行い、河川水位を堤防高以下に抑える。

・河道の掘削、引堤等を行い、河川水位を堤防高以下に抑える。

【河道の掘削、引堤等により水位を下げる場合】

ダムが無い場合の水位

家屋浸水が生じない水位まで低下

【輪中堤、宅地のかさ上げの場合】

ダムが無い場合の水位

・河道の掘削、引堤等を行い、河川水位を家屋浸水が生じない水位まで低下させる。

宅地のかさ上げ 輪中堤

・家屋浸水が生じない高さまで輪中堤を行う。
・家屋浸水が生じない高さまで宅地のかさ上げを行う。

※図は河道の掘削の例※図は河道の掘削の例

施行区間以外の区間における治水対策案のイメージは以下のとおり。
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方策の適用性について（河川を中心とした対策）方策の適用性について（河川を中心とした対策）

細目※１に示されて
いる方策

方策の概要 小石原川流域への適用性

１．ダム
河川を横過して流水を貯留することを目的とした構造物。
ピーク流量を低減。

小石原川ダム建設事業を含む治水対策案を検討。

２．ダムの有効活用 既設ダムのかさ上げ等により有効活用。ピーク流量を低減。
流域内の既設のダム（江川ダム）のかさ上げ、利水容量の買い上げ及びダム間
の容量振替について検討。

３．遊水地等 洪水の一部を貯留する施設。ピーク流量を低減。
沿川で貯留効果が期待でき、家屋移転等の社会的な影響ができるだけ少ない複
数の候補地を選定し検討。

４．放水路 放水路により洪水の一部を分流する。ピーク流量を低減。 治水効果を発揮でき、分流位置や放水路延長の違う複数のルートを検討。

５．河道の掘削
河道の掘削により河川の断面積を拡大する。流下能力を向
上。

流下断面や縦断方向の河床の状況を踏まえ検討。

６．引堤
堤防を背後地の居住地側に移設・新設し、河川の断面積を
拡大する。流下能力を向上。

家屋移転や用地補償、横断工作物、堤防の整備状況を踏まえ検討。

７．堤防のかさ上げ
堤防の高さを上げて河川の断面積を拡大する。流下能力を
向上。

家屋移転や用地補償、横断工作物、堤防の整備状況を踏まえ検討。

８．河道内の樹木の伐採 河道内に繁茂した樹木を伐採。流下能力を向上。
河道内樹木の繁茂状況を踏まえて、河道管理の観点から樹木群の拡大防止を図
る。

９．決壊しない堤防
決壊しない堤防の整備により、多くの避難時間を確保でき
る。

長大な堤防については、経済的、社会的な課題を解決しなければならない。ま
た、仮に計画高水位以上でも決壊しない技術が確立されれば、河道の流下能力
を向上させることができる。

１０．決壊しづらい堤防
決壊しづらい堤防の整備により、多くの避難時間を確保で
きる。

長大な堤防については、経済的、社会的な課題を解決しなければならない。ま
た、堤防が決壊する可能性が残り、流下能力の確実な向上を見込むことは困難
で、今後調査研究が必要である。

１１．高規格堤防
通常の堤防より居住地側の堤防幅を広くし、洪水時の避難
地としても利用。

沿川の背後地には、都市の開発計画や再開発計画がなく、効率的に整備できる
該当箇所が無い。

１２．排水機場 排水機場により内水対策を行うもの。 内水被害軽減の観点から必要に応じた対策の推進を図る努力を継続。

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

河道・流域管理、災害時の被害軽減の
観点から全てに共通の方策

 組み合わせの対象としている方策 今回の検討において組合せの
対象としなかった方策
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方策の適用性について（流域を中心とした対策）方策の適用性について（流域を中心とした対策）

河道・流域管理、災害時の被害軽減の
観点から全てに共通の方策

 組み合わせの対象としている方策 今回の検討において組合せの
対象としなかった方策

6

※１ 細目とは、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」を指す

細目※１に示されて
いる方策

方策の概要

１３．雨水貯留施設
雨水貯留施設を設置する。ピーク流量を低減する場合があ
る。

１４．雨水浸透施設
雨水浸透施設を設置する。ピーク流量を低減する場合があ
る。

１５．遊水機能を有する
　　　土地の保全

遊水機能を有する土地を保全する。遊水によりピーク流量
が低減される場合がある。

１６．部分的に低い堤防
　　　の存置

通常の堤防よりも部分的に高さを低くしておく堤防を存置
する。越水によりピーク流量が低減される場合がある。

１７．霞堤の存置
霞堤を存置し洪水の一部を貯留する。ピーク流量が低減さ
れる場合がある。

１８．輪中堤 輪中堤により家屋や集落の浸水被害を防止する。

１９．二線堤 堤防の背後地に堤防を設置する。洪水氾濫の拡大を防止。

２０．樹林帯等
堤防の背後地に帯状の樹林を設置、堤防決壊時の拡大を抑
制。

２１．宅地のかさ上げ・
　　　ピロティ建築等

宅地の地盤高を高くしたり、ピロティ建築にする。浸水被
害を軽減。

２２．土地利用規制
災害危険区域設定等により土地利用を規制することで新た
な資産形成等を抑制し、浸水被害発生を回避。

２３．水田等の保全
　　（機能保全）

水田等の保全により雨水を貯留し、流出を抑制する。

２３．水田等の保全
　　（機能向上）

畦畔のかさ上げ、落水口の改造工事等により、治水上の機
能を現状より向上させる。

２４．森林の保全 森林の保全により雨水浸透の機能を保全する。

２５．洪水の予測、情報
　　　の提供等

洪水の予測・情報の提供により被害の軽減を図る。

２６．水害保険等 水害保険により被害額の補填が可能。

小石原川流域内の水田を対象に畦畔のかさ上げを検討。

災害時の被害軽減等の観点から推進を図る努力を継続。

現状の森林機能維持に向けた努力を継続。

河川整備水準に基づく保険料率の設定が可能であれば、土地利用誘導・建築方式対応等の手法として検討することがで
きる。

災害時の被害軽減を図る対策として、小石原川上流において河川に沿った土地に繁茂している樹林を保全する。

小石原川上流の掘込河道の区間の保全、部分的に低い堤防の存置及び霞堤の存置とあわせ、遊水に対して家屋等の浸水
被害を防止する方策として検討。

小石原川上流の掘込河道の区間の保全、部分的に低い堤防の存置及び霞堤の存置とあわせ、その対象区域で検討。

流域管理の観点から推進を図る努力を継続。

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

小石原川流域への適用性

小石原川流域内の校庭、公園及び農業用ため池を対象として検討。

小石原川流域内の宅地を対象として検討。

小石原川に隣接する土地には、遊水機能を有する池、沼沢、低湿地は存在しない。小石原川上流の掘込河道の区間を保
全し、遊水に対して家屋等の浸水被害を防止する方策と組み合わせて検討。

小石原川沿川に残存する通常の堤防よりも部分的に高さが低い堤防の存置を検討。

小石原川沿川に残存する霞堤の存置を検討。

小石原川上流の掘込河道の区間の保全、霞堤の存置とあわせ、遊水に対して家屋等の浸水被害を防止する方策として検
討。

災害時の被害軽減を図る対策として、河川整備計画に基づき、小石原川下流にある既存の二線堤を保全する。



治水対策案の組み合わせの考え方治水対策案の組み合わせの考え方

●治水対策案の検討において「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」で示された方策のうち、小石原川
流域に適用可能な方策を組み合わせる。

●治水対策案の立案にあたっては、小石原川沿川の地形、地域条件、既存施設を踏まえ検討を行う。

●代表的な方策別にグループ化し、治水対策案を検討する。各グループの考え方は以下のとおり。
１）洪水を安全に流下させる案

流域の地形、地域条件に応じて適用可能な方策を用いて検討する。なお、放水路を用いる場合は、放水路の治水効果が及
ばない放水路呑み口上流において、用地買収や構造物の改築が一番少なくなりコスト的に も優位と想定される「河道の
掘削」との組み合わせを検討する。

２）できるだけ既存施設を活用して洪水を調節する案
できるだけ既存施設を活用する方策として、小石原川流域内の江川ダムに治水容量を確保する「かさ上げ」、「容量買い
上げ」、江川ダムの利水容量と小石原川に隣接する佐田川流域の寺内ダムの治水容量を対象に「ダム間での容量振替」を
検討する。

３）できるだけ洪水を河道外に一部貯留する案
できるだけ遊水地により洪水を河道外に貯留したうえで、遊水地によって低減した流量を安全に流すため、河道の対策と
の組み合わせを検討する。
なお、河道の対策としては用地買収や構造物の改築が一番少なくなりコスト的に も優位と想定される「河道の掘削」と
の組み合わせを検討する。

４）家屋等の浸水被害を防御する案
福岡県管理区間の上流で家屋が点在している区間においては、家屋等の浸水被害を防御する方策を検討する。
それ以外の区間については河道の対策を検討する。
なお、河道の対策としては用地買収や構造物の改築が一番少なくなりコスト的に も優位と想定される「河道の掘削」と
の組み合わせを検討する。

５）できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案
できるだけ雨水の河川への流出を抑制させるため、雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全（機能向上）を実施した
うえで、河道の対策との組み合わせを検討する。
なお、河道の対策としては用地買収や構造物の改築が一番少なくなりコスト的に も優位と想定される「河道の掘削」と
の組み合わせを検討する。
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組み合わせは、各方策の小石原川流域への適用性の検討結果を踏まえたものとする。

１）洪水を安全に流下させる案 …〔対策案( 1)～( 6)〕

２）できるだけ既存施設を活用して洪水を調節する案 …〔対策案( 7)～( 9)〕

３）できるだけ洪水を河道外に一部貯留する案 …〔対策案(10)～(12)〕

４）家屋等の浸水被害を防御する案 …〔対策案(13)～(14)〕

５）できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案 …〔対策案(15)〕

１） ２） ３） ４） ５）
※ ここに記載する方策は、流出抑制や災害時の被害軽減等に資するものとして、河道・流域管理等の観点からその推進を図る努力を継続する。

治水対策案の一覧表治水対策案の一覧表

河川整備計画 対策案(1) 対策案(2) 対策案(3) 対策案(4) 対策案(5) 対策案(6) 対策案(7) 対策案(8) 対策案(9) 対策案(10) 対策案(11) 対策案(12) 対策案(13) 対策案(14) 対策案(15)

河川
整備
計画

小石原川
ダム

河道改修

河
川
を
中
心

と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

河道の掘削

輪中堤

宅地のかさ上げ
ピロティ建築等

土地利用規制

河道改修

河道の掘削 河道の掘削

遊水機能を有す
る土地の保全

河道の掘削

雨水貯留施設

雨水浸透施設

河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修河道改修河道改修

河道の掘削

二線堤、樹林帯等、水田等の保全（機能保全）、森林の保全、洪水の予測情報の提供等　※

河道内の樹木の伐採、排水機場 ※

放水路
（佐田川）

河道改修

放水路
（筑後川）

河道改修 河道改修 河道改修

引堤

堤防のかさ上げ

ダムの有効活用
（かさ上げ）

ダムの有効活用
（容量買い上

げ）

ダムの有効活用
（ダム間での
容量振替）

遊水地
（掘込方式
［１箇所］）

遊水地
（地役権方式）

遊水地
(掘込方式
［５箇所］)

河道の掘削 河道の掘削

放水路
（草場川）

河道改修

河道の掘削

草場川、宝満川
の改修

（河道の掘削）

佐田川の改修
（河道の掘削）

河道の掘削

佐田川の改修
（河道の掘削）

河道の掘削

輪中堤

宅地のかさ上げ
ピロティ建築等

土地利用規制

遊水機能を有す
る土地の保全

河道改修

水田等の保全
（機能向上）

霞堤の存置

部分的に低い堤
防の存置
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河川整備計画河川整備計画 河道改修＋小石原川ダム河道改修＋小石原川ダム

【河川整備計画の概要】
■河道改修を実施するとともに、小石原川ダムを建設することにより、河川整備計画で想定している治水安全度を確保する。

・河川の洪水時の流量を低減させるため、小石原川ダムを建設する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・遺されている二線堤等の堤防は、現在の土地利用等も考慮しつつ、減災効果のあるものについては、地域と認識の共有を図り、施設の保全に

努める。

【河道改修】
・河道を約３０万m3掘削する。
・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁７橋の改築を行う。

【ダム建設】
・河川の洪水時の流量を低減させるため、小石原川ダムを建設する。

小石原川位置図

←筑後川

←
小
石
原
川

←佐田川

栄田橋地点

小石原川4k400

直
轄
管
理
区
間

河
川
整
備
計
画
策
定
済
み

施
行
区
間

（
栄
田
橋
～
牛
木
橋
上
流
）

福岡県管理区間

河川整備計画策定手続き中

小石原川ダム
建設予定地

施行区間以外の区間

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

福岡県

佐賀県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

長崎県長崎県

小石原川位置図

◇小石原川ダム完成予想図

掘削

ＨＷＬ

◇河川整備計画の河道改修 小石原川4k400

※ＨＷＬ…計画高水位

築堤

凡 例
：河道改修（築堤）
：河道改修（掘削）

洪水調節容量 410万m3

利水容量 1,630万m3

流水の正常な機能の維持 1,170万m3

新規都市用水 460万m3

渇水対策容量 1,870万m3

ダム天端高 ＥＬ 359.0m
サーチャージ水位 EL.353.0m

常時満水位 EL.３４９.１m

最低水位 EL.279.3m

堆砂容量 90万m3

有効貯水容量

3,910万m3

総貯水容量

4,000万m3

◇小石原川ダム諸元

基盤岩盤 EL.２３０．０m

●：主要地点

　：既設ダム

　：建設中ダム

●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理
区間

直轄管理
区間

小石原川(630)
520 520

小石原川ダム

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

※赤書枠は、検証対象ダムを表す。

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：河川整備計画の河道配分流量

（単位：m3/s）

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

：小石原川ダム建設予定地

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋
甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
田中橋

無名橋

恵良橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

松
丸
橋

江
川
橋

水
管
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

無名橋
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【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、河道の掘削により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で河道の掘削を行う。

対策案対策案(1) (1) 河道の掘削河道の掘削

【河道改修】
・河道を約６０万m3掘削する。
・築堤を約３０万m3行う。
・残土を約３０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響のある橋梁１９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰４基の改築を行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

小石原川4k400

←筑後川

←
小
石
原
川

←佐田川

栄田橋地点

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

平山井堰

中の原井堰

◇治水対策案 概略位置図

※ＨＷＬ…計画高水位

凡 例
：河道改修（築堤）河川整備計画

：河道改修（掘削）河川整備計画

：河道の掘削 治水対策案

◇小石原川4k400

河道の掘削

ＨＷＬ

築堤

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋
筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
630 630

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

治水対策案 凡例

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

自歩道橋

甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

長谷橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

栄田橋

牛木橋

新甘木橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

一
ノ
瀬
橋

大日井堰

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋
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【河道改修】
・河道を約７０万m3掘削する。
・築堤を約４０万m3行う。
・残土を約３０万m3処理する。
・引堤を約１０km（ 大引堤幅約６０ｍ）を実施する。
・引堤等により影響がある橋梁２４橋の改築を行う。
・引堤により影響がある堰５基の改築を行う。
・引堤に伴い、用地取得(約２１ha)、家屋及び事業所(約１７０戸)

の移転を実施する。
【留意事項】

・小石原川沿川で約１７０戸の移転や多くの橋梁の改築が生じる
ため、土地所有者や地域との合意が必要である。

対策案対策案(2) (2) 引堤引堤

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、引堤により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で引堤を行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

←筑後川

←
小
石
原
川

←佐田川

栄田橋地点

小石原川4k400

◇治水対策案 概略位置図

牛木橋

甘木橋

自歩道橋

小石原川小石原川8k8k付近付近

8k

9k

甘木鉄道

9k

8k

引堤

：引堤（治水対策案）

◇小石原川4k400

治水対策案 凡例

：引堤

：橋梁の改築

：堰の改築

※ＨＷＬ…計画高水位

凡 例
：河道改修（築堤）河川整備計画
：河道改修（掘削）河川整備計画
：引堤 治水対策案

ＨＷＬ

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

築堤

掘削

引堤

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋
筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
630 630

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

平山井堰

大日井堰

中の原井堰

甘木頭首工

本郷頭首工

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

長谷橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

牛木橋

新甘木橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

栄田橋

下浦大橋

東田橋

甘木橋

自歩道橋

下渕頭首工

大園橋
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対策案対策案(3) (3) 堤防のかさ上げ堤防のかさ上げ

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、堤防のかさ上げにより、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で堤防のかさ上げを行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

【河道改修】
・河道を約３０万m3掘削する。
・築堤を約４０万m3を行う。
・ 大約0.5m※の堤防のかさ上げを行う。
・堤防のかさ上げを約７km実施する。
・堤防のかさ上げ等により影響のある橋梁２２橋の改築を行う。
・堤防かさ上げに伴い、用地取得（約４ha）、家屋及び事業所

(約８０戸)の移転を実施する。
【留意事項】
・小石原川沿川で約８０戸の移転や多くの橋梁の改築が生じるため、

土地所有者や地域との合意が必要である。
※ＨＷＬが設定されている区間の 大かさ上げ高

◇小石原川4k400

堤防のかさ上げ

ＨＷＬ
かさ上げ後のＨＷL

小石原川4k400

←筑後川

←
小
石
原
川

←佐田川

栄田橋地点

治水対策案 凡例

：堤防のかさ上げ

：橋梁の改築

：堰の改築

◇治水対策案 概略位置図

9k9k

堤防の堤防のかさ上げかさ上げ

甘木橋

新甘木橋

新甘木橋
(人道橋)

※ＨＷＬ…計画高水位

：堤防のかさ上げ（治水対策案）

築堤掘削

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

凡 例
：河道改修（築堤）河川整備計画
：河道改修（掘削）河川整備計画
：堤防のかさ上げ 治水対策案

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋
筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
630 630

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s） 小石原川小石原川99kk付近付近

甘木頭首工

本郷頭首工

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

水管橋

新甘木橋

安川水管橋

長谷橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

牛木橋

新甘木橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

栄田橋

下浦大橋

東田橋

甘木橋

自歩道橋

大園橋

5k

6k 大分自動車道

馬田橋

小石原川小石原川5k5k付近付近

堤防の堤防のかさ上げかさ上げ

5k

6k

下浦橋

安川橋

安川側道橋

園田橋下渕頭首工
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●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
520 520

放水路
筑後川へ

小石原川

対策案対策案(4)(4)放水路（筑後川）＋河道の掘削放水路（筑後川）＋河道の掘削

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、福岡県管理区間上流から筑後川への放水路の建設、放水路の治水効果の及ばない

放水路呑み口よりも上流の区間における河道の掘削により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・河川のピーク流量を低減させるために、小石原川上流に放水路の呑み口を建設し、そこから筑後川へ放水する放水路を建設する。

・放水路建設予定地から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

約10km

筑
後
川
へ
の
放
水
路

←
小
石
原
川

←佐田川

←筑後川

栄田橋地点

①

吐口水位
T.P.26m

呑口水位
T.P. 113m

◇放水路縦断図

放水路延長 約１０km

放水路吐口 筑後川合流地点

筑後川

②

◇治水対策案 概略位置図

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

治水対策案 凡例

：放水路

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

凡 例
：放水路（治水対策案）

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

【河道改修】
・河道を約３０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰１基の改築を行う。

【放水路】
・延長約１０ｋｍ（内径約５ｍ）、掘削量２０万m3の放水路を建設

する。
・残土を約２０万m3処理する。

放水路呑口小石原川分流地点

小石原川

① 小石原川19k付近

筑後川49k付近

内径5.0m

◇放水路横断図

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

①放水路呑口

小石原川分流地点

②放水路吐口

筑後川合流地点

（単位：m3/s）

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
田中橋

無名橋

恵良橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

松
丸
橋

江
川
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

中の原井堰
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●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

小石原川

放水路
佐田川へ

(630)
520 520

対策案対策案(5) (5) 放水路（佐田川）＋河道の掘削＋佐田川の改修放水路（佐田川）＋河道の掘削＋佐田川の改修

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、福岡県管理区間上流から佐田川への放水路の建設、佐田川の改修、放水路の治水
効果の及ばない放水路呑み口よりも上流の区間における河道の掘削により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。
・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・河川のピーク流量を低減させるために、小石原川上流に放水路の呑み口を建設し、そこから佐田川へ放水する放水路を建設する。
・放水路により流量が増加する佐田川において流下能力が不足する箇所で河道の掘削を行う。
・放水路建設予定地から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

【河道改修】（小石原川）
・河道を約３０万m3掘削する。
・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰１基の改築を行う。

【放水路】
・延長約４ｋｍ（内径約５ｍ）、掘削量１０万m3の放水路を建設

する。
・残土を約１０万m3処理する。

【河道改修】（佐田川）
・河道を約３０万m3掘削する。 ・残土を約３０万m3処分する。

約4km

佐
田
川
へ
の
放
水
路

←
小
石
原
川

←佐田川

佐
田
川
の
改
修

※

←筑後川

栄田橋地点

※佐田川の改修は、河道の掘削を見込んでいる。なお、河道の掘削で影
響のある橋梁の改築費用についても見込んでいる。

吐口水位
T.P.55m

◇放水路縦断図

放水路延長 約４km

◇放水路横断図

内径5.0m

①

②

放水路 佐田川合流地点

約7m

寺内ダム

佐田川

佐田川10k付近

②

◇治水対策案 概略位置図

治水対策案 凡例

：放水路

：佐田川の改修

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

凡 例
：放水路(治水対策案）

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

放水路 小石原川分流地点

小石原川

①
小石原川19k付近

呑口水位 T.P.105m

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

①放水路呑口

小石原川分流地点

②放水路吐口

佐田川合流地点

◇佐田川 3k600付近

ＨＷＬ

※ＨＷＬ…計画高水位

：佐田川の改修（治水対策案）

佐田川 3k600（単位：m3/s） 本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

甘木頭首工

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
杉
之
渡
一
号
橋

田中橋

無名橋

恵良橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

松
丸
橋

江
川
橋

下
戸
河
内
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

中の原井堰
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対策案対策案(6) (6) 放水路（草場川）＋河道の掘削＋草場川、宝満川の改修放水路（草場川）＋河道の掘削＋草場川、宝満川の改修

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、福岡県管理区間中流から草場川への放水路の建設、草場川及び宝満川の改修、放水
路の治水効果の及ばない放水路呑み口よりも上流における河道の掘削により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。
・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・河川のピーク流量を低減させるために、小石原川中流に放水路の呑み口を建設し、そこから草場川へ放水する放水路を建設する。
・放水路により流量が増加する草場川及び宝満川において流下能力が不足する箇所で河道の掘削を行う。
・放水路建設予定地から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

【河道改修】（小石原川）
・河道を約５０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・残土を約２０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響がある橋梁１７橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰４基の改築を行う。

【放水路】
・延長約１ｋｍ（水路幅約５０ｍ）、掘削量１０万m3の放水路を

建設する。
・残土を約１０万m3処理する。

【河道改修】（草場川、宝満川）
・河道を約８０万m3掘削する。 ・残土を約８０万m3処理する。

←筑後川

←
小
石
原
川

←
佐
田
川

栄田橋地点

←草場川

放水路

草場川の改修※

草場川

◇放水路横断図

43

44

45

46

0 10 20 30 40 50 60

約50m

1.50m

◇治水対策案 概略位置図

①

※草場川及び宝満川の改修は、河道の掘削を見込んでいる。なお、河道
の掘削で影響のある橋梁の改築費用についても見込んでいる。

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

小
石
原
川

小石原川10k付近

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

放水路 小石原川分流地点

←
小
石
原
川

草場川

宝
満
川

←筑後川

河道改修
放水路 延長約1km◇治水対策案

概略位置図

●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋

(630)
520

筑
後
川

520

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

小石原川

放水路
草場川へ

●栄田橋
()書き：河川整備計画の目標流量

下段：治水対策案の河道配分流量

治水対策案 凡例

：放水路

：草場川の改修

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

（単位：m3/s）

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

甘木頭首工

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

水管橋

新甘木橋

平山井堰

大日井堰

中の原井堰

下渕頭首工

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

長谷橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋
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有効貯水容量

2,400万m3

対策案対策案(7) (7) ダムの有効活用（かさ上げ）ダムの有効活用（かさ上げ）

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、既設の江川ダムのかさ上げにより、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・河川のピーク流量を低減させるため、既設の江川ダム(利水専用ダム)のかさ上げを行い、新たに洪水調節容量を確保する。

【河道改修】
・河道を約３０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁７橋の改築を行う。

【ダムの有効活用(かさ上げ)】
・江川ダムを約６ｍかさ上げ、洪水調節容量（310万m3）を確保する。
・洪水調節を可能とする洪水調節設備（ゲート）を新設する。
・洪水吐き新設に伴い周辺道路約３kmの付け替えを行う。
・江川ダムかさ上げに伴い約７haの用地買収を行う。

【留意事項】
・江川ダムのかさ上げには、利水者や地権者等との合意が必要であ

る。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

←
小
石
原
川

←佐田川

江川ダムのかさ上げ

←筑後川

栄田橋地点

治水対策案 凡例

：ダムの有効活用

転流兼用洪水吐き

ゲートの撤去
洪水吐閉塞

かさ上げコンクリート新規に確保される

洪水調節容量 310万m3

◇治水対策案 概略位置図

堤体補強

凡 例
：ダムの有効活用（かさ上げ）治水対策案

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

◇江川ダムのかさ上げによる洪水調節容量確保

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

農業用水 両筑土地改良区

都市用水

福岡市、朝倉市、鳥栖市
福岡県南広域水道企業団
福岡地区水道企業団
佐賀東部水道企業団

利
水
者

型式 重力式コンクリートダム

堤高 　 79.2ｍ

堤頂長 　297.9ｍ

総貯水容量  2,530万m3

有効貯水容量  2,400万m3

　農業用水  1,067万m3

　都市用水  1,333万m3

江川ダム諸元

●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間
かさ上げ

(630)
520 520

●栄田橋

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
田中橋

無名橋

恵良橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

松
丸
橋

江
川
橋

水
管
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

無名橋
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対策案対策案(8) (8) ダムの有効活用（容量買い上げ）ダムの有効活用（容量買い上げ）

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、既設の江川ダムの利水容量を買い上げにより、河川整備計画と同程度の治水安全度

を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・河川のピーク流量を低減させるため、既設の江川ダム(利水専用ダム)の利水容量を買い上げ、新たに洪水調節容量を確保する。

【河道改修】
・河道を約３０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁７橋の改築を行う。

【ダムの有効活用(容量買い上げ)】
・江川ダムの利水容量を買い上げ、洪水調節容量（310万m3）を確保
する。

・洪水調節を可能とする洪水調節設備（ゲート）を新設する。
・利水容量の買い上げに伴う補償を行う。

【留意事項】
・江川ダムの利水容量の買い上げには、利水者との合意が必要であ

る。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。

※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

←
小
石
原
川

←佐田川

←筑後川

栄田橋地点

堆砂容量

利水容量 2,400万m3

利水容量
買い上げ

堆砂容量

利水容量

新たに洪水調節容量を確保 310万m3

2,090万m3

◇治水対策案 概略位置図

凡 例
：ダムの有効活用（容量買い上げ）治水対策案

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

農業用水 両筑土地改良区

都市用水

福岡市、朝倉市、鳥栖市
福岡県南広域水道企業団
福岡地区水道企業団
佐賀東部水道企業団

利
水
者

型式 重力式コンクリートダム

堤高 　 79.2ｍ

堤頂長 　297.9ｍ

総貯水容量  2,530万m3

有効貯水容量  2,400万m3

　農業用水  1,067万m3

　都市用水  1,333万m3

江川ダム諸元

◇江川ダムの利水容量買い上げによる洪水調節容量確保

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

●：主要地点

　：既設ダム

●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間
容量買い上げ

(630)
520 520

●栄田橋●栄田橋

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

治水対策案 凡例

：ダムの有効活用

新規洪水調節

設備（ゲート）

※利水容量の買い上げに要する費用は、利水者との合意が必要なため未定であるが、本検討

における概略評価に際しては、当該ダム建設時の費用負担の考え方に基づいて概略の費用

を算出し、計上している。

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
田中橋

無名橋

恵良橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

松
丸
橋

江
川
橋

水
管
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

無名橋

江川ダムの容量買い上げ
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対策案対策案(9) (9) ダムの有効活用（ダム間での容量振替）＋佐田川の改修ダムの有効活用（ダム間での容量振替）＋佐田川の改修

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、ダム間での容量振り替えにより、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。
・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・河川のピーク流量を低減させるため、既設の江川ダム(利水専用ダム)の利水容量と、佐田川にある寺内ダムの洪水調節容量を振り替え、江川ダム
に新たに洪水調節容量を確保する。

・ダム間での容量振り替えにより、寺内ダムの洪水調節容量が減るため、佐田川において振り替え前と同程度の治水安全度を確保するため、河道の
掘削を行う。

【河道改修】（小石原川）
・河道を約３０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁７橋の改築を行う。

【ダムの有効活用(ダム間での容量振替)】
・江川ダム利水容量と佐田川の寺内ダムの洪水調節容量を振り替え、

江川ダムに洪水調節容量（３１０万m3）を確保する。
・洪水調節を可能とする洪水調節設備（ゲート）を新設する。

【河道改修】（佐田川）
・河道を約２０万m3掘削する。 ・残土を約２０万m3処理する。

【留意事項】
・利水容量と洪水調節容量の振り替えには、両ダムの利水者との合

意が必要である。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

←
小
石
原
川

←佐田川

ダム間での容量振替

佐
田
川
の
改
修

←筑後川

栄田橋地点

◇治水対策案 概略位置図

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

凡 例
：ダムの有効活用（ダム間での容量振替）治水対策案

◇江川ダムと寺内ダムの容量振替による洪水調節容量確保

【寺内ダム】

堆砂容量

洪水調節容量から利水容量へ振替

利水容量 利水容量

240万m3

洪水調節容量

1,360万m3

【江川ダム】

堆砂容量

利水容量

新たに洪水調節容量を確保

容量振替前 容量振替後

310万m3

2,090万m3

洪水調節容量
新規洪水調節

設備（ゲート）

容量振替前 容量振替後

農業用水 両筑土地改良区

福岡市、朝倉市、鳥栖市
福岡県南広域水道企業団
福岡地区水道企業団
佐賀東部水道企業団

都市用水

利
水
者

型式 重力式コンクリートダム

堤高 　 79.2ｍ

堤頂長 　297.9ｍ

総貯水容量  2,530万m
3

有効貯水容量  2,400万m3

　農業用水  1,067万m
3

　都市用水  1,333万m
3

江川ダム諸元

型式 ロックフィルダム

堤高 　 83.0ｍ

堤頂長 　420.0ｍ

総貯水容量  1,800万m3

有効貯水容量  1,600万m3

　洪水調節  　700万m3

　不特定用水  　 70万m3

　農業用水    400万m3

　都市用水    430万m3

寺内ダム諸元

農業用水 両筑土地改良区

利
水
者 都市用水

鳥栖市
福岡県南広域水道企業団
福岡地区水道企業団
佐賀東部水道企業団

※１利水容量の振替に要する費用は、利水者との合意が必要なため未定であるが、
本検討における概略評価に際しては、当該ダム建設時の費用負担の考え方に
基づいて概略の費用を算出し、計上している。

※２佐田川の改修は、河道の掘削を見込んでいる。なお、河道の掘削で影響のある
橋梁の改築費用についても見込んでいる。

●：主要地点

　：既設ダム
●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間
ダム間での容量振替

(630)
520 520

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

◇佐田川 3/600付近

：佐田川の改修（治水対策案）

ＨＷＬ

※ＨＷＬ…計画高水位

佐田川 3k600
（単位：m3/s）

治水対策案 凡例

：ダムの有効活用

：佐田川の改修

※
２

※１

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
田中橋

無名橋

恵良橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

松
丸
橋

江
川
橋

水
管
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

無名橋
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対策案対策案(10) (10) 遊水地（地役権方式）＋河道の掘削遊水地（地役権方式）＋河道の掘削

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、福岡県管理区間中上流における遊水地の建設を行う。遊水地の治水効果の及ばない

遊水地よりも上流の区間、遊水地より下流の治水効果が不足する区間については 河道の掘削により河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・河川のピーク流量を低減させるために、小石原川中流から上流に地役権方式の遊水地を建設する。

・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。

【河道改修】
・河道を約６０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・残土約３０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響がある橋梁１９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰４基の改築を行う。

【遊水地(地役権方式)】
・遊水地を６箇所設置する。
・遊水地周囲の堤防（周囲堤）、河川水を遊水地へ流す箇所の堤防

強化（越流堤）、洪水時に貯めた水を排水する樋管を整備する。
・約１５haの地役権補償を行う。

【留意事項】
・遊水地とする区域で、土地所有者との合意が必要である。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

←筑後川

←
小
石
原
川

栄田橋地点

小石原川4k400

◇治水対策案 概略位置図

※ＨＷＬ…計画高水位

◇小石原川4k400

ＨＷＬ

築堤

河道の掘削

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

：河道改修（築堤）河川整備計画

：河道改修（掘削）河川整備計画

：河道の掘削 治水対策案

：遊水地（地役権方式）治水対策案

●：主要地点
　：既設ダム●栄田橋

筑
後
川 江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

遊水地（地役権方式）
６箇所

(630)
620 620

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

遊水地６箇所（地役権方式）遊水地６箇所（地役権方式）

◇小石原川 15K200

治水対策案 凡例

：遊水地

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

栄田橋

甘木頭首工

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋
西鉄鉄道橋

自歩道橋

甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

牛木橋

新甘木橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石橋

夫婦石橋

平山井堰

中の原井堰

女男石頭首工

大日井堰

長谷橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

無名橋

田中橋

水
管
橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

←佐田川
小石原川

16k

16k

18k

18k

17k

17k15k

15k

14k

14k ◇遊水地（地役権方式）の箇所

：遊水地 （地役権方式）治水対策案

小石原川

13k

13k

12k

12k

：遊水地 （地役権方式）治水対策案
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小石原川15k200

洪水時

平常時

周囲堤

遊水地（地役権方式）

小石原川
越流堤

←
佐
田
川



●：主要地点
　：既設ダム●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

遊水地（掘込方式）
５箇所

(630)
520 520

小石原川

●栄田橋

対策案対策案(11) (11) 遊水地（掘込方式［５箇所］）＋河道の掘削遊水地（掘込方式［５箇所］）＋河道の掘削

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、福岡県管理区間中上流における遊水地の建設、遊水地の治水効果の及ばない遊水地

よりも上流の区間における河道の掘削により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。

・河川のピーク流量を低減させるために、小石原川中流から上流に遊水地を建設する。

・遊水地建設予定地から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。

・遊水地は、地役権方式では必要な治水効果が得られないことから、掘込方式とする。

【河道改修】
・河道を約３０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・河道の掘削等により影響がある橋梁１１橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰２基の改築を行う。

【遊水地（掘込方式）】
・遊水地を５箇所設置する。 ・約１３０万m3の掘削を行う。
・遊水地周囲の堤防（周囲堤）、河川水を遊水地へ流す箇所の堤防

強化（越流堤）、洪水時に貯めた水を排水する樋管を整備する。
・残土を約１３０万m3処理する。 ・約５０haの用地買収を行う。

【留意事項】
・遊水地とする区域で、土地所有者との合意が必要である。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

←
小
石
原
川

栄田橋地点

小石原川15k200

◇小石原川15k200

◇治水対策案 概略位置図

治水対策案 凡例

：遊水地

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

小石原川

18k

18k

17k

17k

16k

15k

15k

16k

◇遊水地（掘込方式）の箇所

：遊水地（掘込方式）治水対策案

遊水地５箇所（掘込方式）遊水地５箇所（掘込方式）
小石原川 13k

13k

12k

12k

：遊水地（掘込方式）治水対策案

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

小石原川

遊水地（掘込方式）

遊水地の掘削越流堤

平常時

洪水時

周囲堤

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

栄田橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

牛木橋

自歩道橋

甘木橋

新甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
杉
之
渡
一
号
橋

田中橋

無名橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

水
管
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

中の原井堰

大日井堰
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：遊水地（掘込方式）治水対策案

←筑後川

←
佐
田
川





対策案対策案(12) (12) 遊水地（掘込方式［１箇所］）＋河道の掘削遊水地（掘込方式［１箇所］）＋河道の掘削

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、福岡県管理区間上流における遊水地の建設を行う。遊水地の治水効果の及ばない
遊水地よりも上流の区間、遊水地より下流の治水効果が不足する区間については、河道の掘削により河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。

・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・河川のピーク流量を低減させるために、小石原川上流に遊水地を建設する。
・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。
・遊水地は、地役権方式では必要な治水効果が得られないことから、掘込方式とする。

【河道改修】
・河道を約５０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・残土約２０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響がある橋梁１８橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰４基の改築を行う。

【遊水地(掘込方式)】
・遊水地を１箇所設置する。 ・約２０万m3の掘削を行う。
・遊水地周囲の堤防（周囲堤）、河川水を遊水地へ流す箇所の堤防

強化（越流堤）、洪水時に貯めた水を排水する樋管を整備する。
・残土を約２０万m3処理する。 ・農地約１０haの用地買収を行う。

【留意事項】
・遊水地とする区域で、土地所有者との合意が必要である。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

小石原川4k400

←筑後川

←
小
石
原
川

←佐田川

栄田橋地点

小石原川15k400

◇治水対策案 概略位置図

：河道改修（築堤）河川整備計画

：河道改修（掘削）河川整備計画

：河道の掘削 治水対策案

：遊水地（掘込方式）治水対策案

◇小石原川 4k400

ＨＷＬ

河道の掘削

※ＨＷＬ…計画高水位

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

小石原川

18k18k

17k

17k

16k

15k

15k ◇遊水地（掘込方式）の箇所

16k

：遊水地（掘込方式）治水対策案

遊水地１箇所（掘込方式）遊水地１箇所（掘込方式）

●：主要地点
　：既設ダム●栄田橋

筑
後
川 江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

遊水地（掘込方式）
１箇所

(630)
600 600

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

築堤

治水対策案 凡例

：遊水地

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

栄田橋

甘木頭首工

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

自歩道橋

甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

牛木橋

新甘木橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋
杉
之
渡
一
号
橋

平山井堰

中の原井堰

女男石頭首工

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

一
ノ
瀬
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

大日井堰
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◇小石原川 15K400

遊水地（掘込方式）

遊水地の掘削
小石原川

越流堤

平常時

周囲堤
洪水時

←
佐
田
川



●：主要地点
　：既設ダム●栄田橋

筑
後
川 江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
630 630

遊水機能を有する土地の保全
輪中堤、宅地のかさ上げ

小石原川

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、河道の掘削を行う。また、小石原川上流の集落が点在する箇所における輪中堤の
築造、宅地のかさ上げ、遊水機能を有する土地の保全、土地利用規制を行うことにより、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。
・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。
・家屋等の浸水被害を防御するため、小石原川上流において、輪中堤や宅地のかさ上げによる対策を行うとともに、遊水機能を有する土地の保全、
土地利用規制を行う。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

【河道改修】
・河道を約５０万m3掘削する。
・築堤を約３０万m3行う。
・残土約２０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響がある橋梁１９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰１基の改築を行う。

【輪中堤、宅地かさ上げ、遊水機能を有する土地の保全、土地利用規制】

・家屋部において輪中堤の築造や宅地のかさ上げを行い、それ以外
の箇所については河道をそのまま存置し、その周辺は遊水機能を
有する土地の保全及び土地利用規制を行う。

・輪中堤や宅地かさ上げは、生活環境の維持のため、生活道路のか
さ上げ及び災害時の避難ルートの確保を行う。

【留意事項】
・流域対策を実施する区域で、土地所有者や地域との合意が必要で

ある。

←
小
石
原
川

←佐田川

◇治水対策案 概略位置図

小石原川4k400

栄田橋地点

←筑後川

別図にて輪中堤、宅地かさ上げ・ピロ
ティ建築、遊水機能を有する土地の保全、
土地利用規制の位置を表示

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

※ＨＷＬ…計画高水位

◇小石原川4k400

河道の掘削

ＨＷＬ

築堤

凡 例
：河道改修（築堤）河川整備計画

：河道改修（掘削）河川整備計画

：河道の掘削 治水対策案

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

対策案対策案(13)(13) （１／２）（１／２）
河道の掘削＋輪中堤＋宅地かさ上げ・ピロティ建築等＋遊水機能を有する土地の保全河道の掘削＋輪中堤＋宅地かさ上げ・ピロティ建築等＋遊水機能を有する土地の保全
＋土地利用規制＋土地利用規制

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

治水対策案 凡例

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

：輪中堤

：宅地のかさ上げ

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

栄田橋

甘木頭首工

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

自歩道橋

甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

牛木橋

新甘木橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋 杉
之
渡
一
号
橋

女男石頭首工

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋
一
ノ
瀬
橋
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◇治水対策案（小石原川上流）の概要
■家屋等の浸水被害を防御するため、小石原川上流において、輪中堤の構造や宅地のかさ上げによる対策を行うとともに、遊水機能を有する土地の保全、

土地利用規制を行う。
■小石原川上流のうち、左岸14k000付近、左右岸14k600付近、左右岸18k200付近、左岸19k800付近の家屋・小集落で宅地のかさ上げによる対策を行う。
■小石原川上流のうち、左岸15k200付近の集落では、輪中堤による対策を行う。
■各箇所の対策は、輪中堤、宅地のかさ上げより、土地の利用状況、地形、対象となる家屋数を考慮し、居住者の生活に影響の出ない方策を用いるもの
とする。

：宅地のかさ上げ（治水対策案）

◇小石原川15k200付近 ◇小石原川19k800付近
治水対策案 凡例
：河川整備計画での水位

：治水対策案での水位

：輪中堤

：宅地のかさ上げ

：小石原川

：国道

：一般道

H21.6撮影

◇小石原川16k000付近

：輪中堤（治水対策案）
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対策案対策案(13)(13) （２／２）（２／２）
河道の掘削＋輪中堤＋宅地かさ上げ・ピロティ建築等＋遊水機能を有する土地の保全河道の掘削＋輪中堤＋宅地かさ上げ・ピロティ建築等＋遊水機能を有する土地の保全
＋土地利用規制＋土地利用規制



【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、河道の掘削を行う。また、小石原川沿川に残存する部分的に低い堤防、霞堤を存置
するとともに、小石原川上流の集落が点在する箇所における輪中堤の築造、宅地のかさ上げ、遊水機能を有する土地の保全、土地利用規制を行うこ
とにより、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。
・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。
・家屋等の浸水被害を防御するため、小石原川上流において、輪中堤や宅地のかさ上げによる対策を行うとともに、遊水機能を有する土地の保全、
土地利用規制を行う。

・小石原川沿川に残存する部分的に低い堤防、霞堤を存置する。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

【河道改修】
・河道を約５０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・残土約２０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響がある橋梁１９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰１基の改築を行う。

【部分的に低い堤防の存置、霞堤の存置、輪中堤、宅地かさ上げ、遊
水機能を有する土地の保全、土地利用規制】
・部分的に低い堤防及び霞堤を存置することにより遊水機能の保持を図る。
遊水による家屋の浸水を防御するため輪中堤や宅地のかさ上げを行う。

・小石原川の上流部については、家屋部では輪中堤の築造や宅地のかさ上げ
を行い、それ以外の箇所については河道をそのまま存置し、その周辺は遊
水機能を有する土地の保全及び土地利用規制を行う。

・輪中堤や宅地かさ上げは、生活環境の維持のため、生活道路のかさ上げ
及び災害時の避難ルートの確保を行う。

【留意事項】
・流域対策を実施する区域で、土地所有者や地域との合意が必要である。

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

●：主要地点
　：既設ダム●栄田橋

筑
後
川 江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
630 630

遊水機能を有する土地の保全
輪中堤、宅地のかさ上げ

小石原川

霞堤の存置

部分的に低い
堤防の存置

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

対策案対策案(14)(14) 河道の掘削＋部分的に低い堤防の存置＋霞堤の存置＋輪中堤＋宅地かさ上げ・ピロティ建築等河道の掘削＋部分的に低い堤防の存置＋霞堤の存置＋輪中堤＋宅地かさ上げ・ピロティ建築等
＋遊水機能を有する土地の保全＋土地利用規制＋遊水機能を有する土地の保全＋土地利用規制

※ＨＷＬ…計画高水位

◇小石原川4k400

ＨＷＬ

築堤

凡 例
：河道改修（築堤）河川整備計画

：河道改修（掘削）河川整備計画

：河道の掘削 治水対策案

河道の掘削

←
小
石
原
川

←
佐
田
川

◇治水対策案 概略位置図

小石原川4k400

栄田橋地点

←筑後川

対策案(13)を参照

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

治水対策案 凡例

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

：輪中堤

：宅地かさ上げ

：霞堤の存置

：部分的に低い堤防

②

①

③

：霞堤の存置（治水対策案）
：輪中堤（治水対策案）
：部分的に低い堤防の存置（治水対策案）
：宅地のかさ上げ（治水対策案）
：河川整備計画の河道改修を実施した河道
に、河川整備計画の目標流量が流下した
場合、部分的に低い堤防及び霞堤の存置
により洪水の貯留が見込まれる区域

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

目北橋

下浦橋

馬田橋
馬田側道橋

栄田橋

甘木頭首工

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

自歩道橋

甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

牛木橋

新甘木橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石橋

夫婦石橋

長谷橋 杉
之
渡
一
号
橋

女男石頭首工

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

無名橋

田中橋 水
管
橋

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋

管野橋

甘木橋小石原川9k付近

大分自動車道

西
鉄
甘
木
線

小石原川5k付近

馬田橋

5k
5k

②

一
ノ
瀬
橋
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①

小石原川9k付近 甘木橋

③

新甘木橋

小石原川9k付近



対策案対策案(15)(15) 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削

【治水対策案の概要】
■河川整備計画に盛り込まれている河道改修を実施するとともに、雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置し、水田等の保全（機能向上）を行う。
これによる治水効果が不足する分については、河道の掘削により、河川整備計画と同程度の治水安全度を確保する。
・河川の流下能力が不足する箇所において、河道の掘削や築堤を行う。
・流域内の学校（校庭）、公園、農業用ため池に雨水の貯留を行い、家屋を対象とした雨水浸透施設を設置するとともに水田等の保全（機能向上）
を行い、河川のピーク流量の低減を図る。

・筑後川合流点から江川ダム直下流までの区間において、流下能力が不足する箇所で、コスト的に も優位と想定される河道の掘削を行う。

【河道改修】
・河道を約６０万m3掘削する。 ・築堤を約３０万m3行う。
・残土を約３０万m3処理する。
・河道の掘削等により影響のある橋梁１９橋の改築を行う。
・河道の掘削により影響のある堰４基の改築を行う。

【流域対策】
・公園や学校（校庭）を対象として雨水貯留施設を約１０箇所新設

するとともに、雨水用排水路等の整備を行う。
また、流域内の１１箇所のため池を活用し、雨水の貯留を行う。

・雨水浸透施設の整備として家屋約１９千戸に浸透桝の設置を行う。
・水田約１８７haを対象に、落水口への堰板設置、畦畔のかさ上げ

を行い、治水機能を向上させる。
【留意事項】

・流域対策については、関係者の理解と協力が必要である。

※各治水対策案の概要に示す概算工事数量は河川整備計画に位置づけられた河道改修の概算工事数量が含まれる。
※各治水対策案の立案にあたっては関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。

小石原川4k400

←筑後川

←
小
石
原
川

←佐田川

栄田橋地点

◇治水対策案 概略位置図

※ＨＷＬ…計画高水位

◇小石原川4k400

河道の掘削

ＨＷＬ

築堤

凡 例
：河道改修（築堤）河川整備計画

：河道改修（掘削）河川整備計画

：河道の掘削 治水対策案

◇河川整備計画の目標流量及び河道配分流量

河川整備計画 凡例

：築堤

：河道の掘削

：橋梁の改築

◇雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全（機能向上）

水田の保全（機能の向上）のイメージ

雨水浸透施設（浸透マス）のイメージ

施設名 箇所数 対策面積
学校（校庭） 5 約0.06km2
公園 5 約0.08km2
農業用ため池 11 約0.05km2
計 21 約0.19km2

■雨水貯留施設対象施設数、面積

水田貯留する
ために新たに
設置しなおす
堰板

●：主要地点
　：既設ダム●栄田橋

筑
後
川

江川ダム

直轄管理区間 直轄管理区間

(630)
620 620

小石原川

()書き：河川整備計画の目標流量
下段：治水対策案の河道配分流量

（単位：m3/s）

施設名 対象面積 家屋数
宅地×建坪率40% 約1.6km2 約19千戸

■雨水浸透施設　対象施設、面積、家屋数

※宅地面積は国土数値情報を基に推計
※家屋数はH20住宅・土地統計調査を基に推計

施設名 対策面積
水田 約187ha

■水田の機能向上　対象面積

※国土数値情報を基に推計

治水対策案 凡例

：河道の掘削

：橋梁の改築

：堰の改築

平山井堰

中の原井堰

甘木頭首工

本郷頭首工
下浦大橋

高成橋

小石原橋

染橋

江戸橋

管野橋

目北橋

下浦橋

馬田橋

馬田側道橋

九州横断橋

東田橋

甘木鉄道橋

西鉄鉄道橋

自歩道橋

甘木橋

下渕頭首工

水管橋

新甘木橋

安川側道橋
安川橋

安川水管橋

長谷橋

恵良橋
松
丸
橋

江
川
橋

中
の
原
橋

下
戸
河
内
橋

杉
之
渡
一
号
橋

栄田橋

牛木橋

新甘木橋

大園橋

園田橋

千手橋

女男石頭首工

女男石橋
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無名橋

田中橋 水
管
橋

一
ノ
瀬
橋

大日井堰

新
松
丸
橋

下
戸
河
内
一
号
橋

無名橋
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降雨

校庭

水田の保全（機能の向上）のイメージ
雨水幹川

畦畔の嵩上げ

満水時の水位

営農期の水位

畦畔

既設の堰板

排水路

◇雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全（機能向上）

：水田 （水田の保全） 治水対策案
：宅地 （雨水浸透施設) 治水対策案
：学校 （雨水貯留施設）治水対策案
：公園 （ 〃 ）治水対策案
：農業用ため池（ 〃 ）治水対策案

馬田小学校

栄田橋地点

秋月中学校

秋月小学校

甘木小学校

朝倉高校





概略評価による治水対策案の抽出について



概略評価による治水対策案の抽出の考え方概略評価による治水対策案の抽出の考え方【【洪水調節の例洪水調節の例】】
第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋
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概略評価による治水対策案の考え方概略評価による治水対策案の考え方

・今回提示した複数の治水対策案（15案）について、代表的な方策別にグループ化し、各グループ内で も
妥当な案を抽出する。

・比較はコストを重視し、コスト的に も有利な対策案を抽出する。

・同程度のコストとなる対策案がある場合は、対策案に伴う新たな補償（用地買収、家屋移転）が少なく、
できるだけ不確定要素を含まない治水対策案を抽出する。

【治水対策案の各グループ】

●河川整備計画：小石原川ダム＋河道改修

●グループ１）：洪水を安全に流下させる案 ６案〔治水対策案(１)～(６)〕

●グループ２）：できるだけ既存施設を活用して洪水を調節する案 ３案〔治水対策案(７)～(９)〕

●グループ３）：できるだけ洪水を河道外に一部貯留する案 ３案〔治水対策案(10)～(12)〕

●グループ４）：家屋等の浸水被害を防御する案 ２案〔治水対策案(13)～(14)〕

●グループ５）：できるだけ雨水の河川への流出を抑制する案 １案〔治水対策案(15)〕
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概略評価による治水対策案の抽出（１／２）概略評価による治水対策案の抽出（１／２）

○約２４０河道の掘削(1)

治水対策案(1)に比べてコストが高いコスト×約６００
放水路（草場川）＋河道の掘削

＋草場川、宝満川の改修
(6)

治水対策案(1)に比べてコストが高いコスト×約６００
放水路（佐田川）＋河道の掘削

＋佐田川の改修
(5)

治水対策案(1)に比べてコストが高いコスト×約１，１００放水路（筑後川）＋河道の掘削(4)

グループ１）

洪水を安全に
流下させる案

約６００

約５００

約４４０

約２６０

約４２０

概算事業費

（億円）
不適当と考えられる評価軸とその内容判定

治水対策案(7)に比べてコストが高いコスト×
ダムの有効活用（ダム間での容量
振替）＋佐田川の改修

(9)

治水対策案(7)に比べてコストが高いコスト×ダムの有効活用（容量買い上げ）(8)

治水対策案(1)に比べてコストが高い

補償戸数約80戸と多いため、関係者の理解や地域の合意形
成に相当の時間を要する

治水対策案(1)に比べてコストが高い

補償戸数 約170戸と多いため、関係者の理解や地域の合意
形成に相当の時間を要する

コスト

実現性

コスト

実現性

○

×

×

概略評価による抽出

グループ２）

できるだけ既
存施設を活用
して洪水を調
節する案

ダムの有効活用（かさ上げ）(7)

堤防のかさ上げ(3)

引堤(2)

治水対策案（実施内容）
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概略評価による治水対策案の抽出（２／２）概略評価による治水対策案の抽出（２／２）

○約２３０
河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ
上げ・ピロティ建築等＋土地利用
規制

(13)

約２９０

約２４０

約２５０

約３２０

約２８０

概算事業費

（億円）

治水対策案(12)に比べてコストが高いコスト×
遊水地（地役権方式）

＋河道の掘削
(10)

グループ３）

できるだけ洪
水を河道外に
一部貯留する
案

治水対策案(12)に比べてコストが高いコスト×
遊水地（掘込方式［５箇所］）

＋河道の掘削
(11)

○
遊水地（掘込方式［１箇所］）

＋河道の掘削
(12)

不適当と考えられる評価軸とその内容判定

○
雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水
田等の保全（機能向上）＋河道の
掘削

(15)

グループ５）

できるだけ雨
水の河川への
流出を抑制す
る案

治水対策案(13)に比べてコストが高いコスト×

河道の掘削＋部分的に低い堤防の
存置＋霞堤の存置＋輪中堤＋宅地
のかさ上げ・ピロティ建築等＋土
地利用規制

(14)

グループ４）

家屋等の浸水
被害を防御す
る案

概略評価による抽出

治水対策案（実施内容）

概算事業費（残事業費） 約２１０億円河川整備計画（小石原川ダム＋河道改修）
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評価軸と評価の考え方評価軸と評価の考え方
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第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋


